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「自治基本条例検証報告書（素案）」への意見募集結果 

 

１ 意見募集の概要 

（１） 意見募集の対象 自治基本条例検証報告書（素案） 

（２） 実施期間 ２０２４（令和６年）５月２５日（土）～６月２５日（火） 

（３） 提出された意見の件数 ５名の方から、５２件のご意見をいただきました。 

制度ごとのご意見の件数は、次のとおりです。 

制度名 件数 

市民参画制度について ７ 

住民投票制度について ４ 

協働のまちづくり制度について １ 

広報制度について ３ 

情報公開制度について ６ 

個人情報保護制度について １ 

総合計画制度について ４ 

財政運営制度について ２ 

政策法務制度について １ 

評価制度について ２ 

行政改革制度について ４ 

組織制度について ３ 

行政手続制度について ０ 

広聴制度について ２ 

行政オンブズマン制度について ０ 

法令遵守及び公益通報制度について ０ 

危機管理制度について １ 

行政連携制度について １ 

上記以外のご意見について １０ 

合計 ５２ 
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２ 提出された意見及びそれに対する市の考え方 

【市民参画制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

６ページ 

市民参画制度の取組状況について担当課

からの意見が記載されている。 

 しかし、素案には、令和５年３月に、明石

市市民参画推進会議（以下「推進会議」とい

う。）から市長に提出された答申（以下「答

申」という。）の内容が記載されていない。 

 これは単なるミスではない。 

 市民参画を担当する課からの意見の中に、

諮問②に対する答申についての記載がまっ

たくない。この事実は、市民参画を担当する

課が、諮問②に対する答申を軽視しているか

を明らかにしている。そして、「令和４年度

は、市民参画推進会議にて、平成２８年度以

降の実施状況等について評価をいただいた

が、同会議の開催についてはー定期間のブラ

ンクが生じた。」との意見を記載している。 

 明石市市民参画条例（以下「参画条例」と

いう。）は、基本条例第１５条（条例に基づ

く市民参画の推進）の規定に基づいて制定さ

れた条例である。 

 担当課が参画条例第２０条（推進会議の設

置）第２項を理解できていたならば、毎年度、

市長から推進会議に対して、実施状況等につ

いて評価する諮問を行うべきであった。にも

かかわらず、担当課は、素案において「同会

議の開催については一定期間ブランクが生

じた。」との意見を述べている。まるで他人

事である。担当課はブランクが生じた原因を

理解せず、ブランクを生じさせた責任も感じ

ていない記載内容になっている。 

 この記載内容のすべてを訂正しなければ

ならない。 

市民参画推進会議に対する毎年の市民参画

手続の実施状況に関する諮問については、形

式的なチェックを行うことによる形骸化を

避けるため、また、庁内の参画手続について

の実施状況を、毎年取りまとめて市のホーム

ページに公開していることを踏まえ、平成３

０年度よりいったんは休止していました。 

今後は市民参画制度について市民検証会議

の中で検証した上で、市民参画推進会議の定

期的な開催に努めてまいります。 

 

７ページ 

１ 市民参画に重点を置いた施策の推進 

「【参考】令和５年度以降の市民参画制度に

おける取り組み状況について」は、令和５年
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 参画条例第２条（定義）において、市民参

画とは、市長等が行う政策等の計画段階から

実施、評価、改善に至るそれぞれの段階にお

いて、市民が意見等を反映させるため、主体

的に関わっていくことをいうと規定してい

る。 

 要するに、市民参画とは、市民が自らの意

見を政策等に反映させるために政策等の各

段階へ関わっていくことである。 

ところが、市政方針、組織体制及び主な実

績の項目には、計画の段階への市民参画につ

いての記載が余りにも乏しい。さらに、実施、

評価及び改善の段階への市民参画について

の記載はまったくない。 

 主な実績に記載するまるちゃんポスト及

びタウンミーティングは、市政への市民の参

画というレベルではない。単なる意見交換で

あり情報収集のレベルである。参加者自身も

市政への参画という理解は持っていないも

のと思われる。また、多用されているワーク

ショップ手続の実体は、ほとんどが自分の意

見を出し合う入りロワークショップである。

その場で市政について議論することは禁止

されている。また、参画条例に規定する意見

交換会手続として実施されていない。 

 にもかかわらず、「【参考】令和５年度以降

の市民参画制度における取り組み状況につ

いて」との表題下に、まるちゃんポスト、毎

月開催のタウンミーティング、民間提案制

度、市民ファシリテーター養成等を列挙して

いる。 

 これらの取り組みは、６ページに記載する

市民参画制度の主な取組状況の記載内容と

余りにも異質である。 

 何故、素案が、これらの取り組みを市民参

画制度として扱うのか疑問である。 

 そして、素案に当該７ページを加えた思惑

が見え透いている。 

度の市民参画推進会議の答申において「職員

への市民参画手続の周知徹底や意識改革等」

についてご指摘があったことを踏まえ、答申

に対する市の取組状況をお示しするととも

に、市民参画の機会を拡充する事例として掲

載したものです。 

その中で記載のタウンミーティングは、多様

な市民が市政に参画し、情報共有を図りなが

らまちづくりを進めるため、市民参画条例に

則り実施しているもので、参加者からの意見

を反映した事例も多く、政策の実現にもつな

げています。 
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 この７ページは削除すべきである。 

８ページ 

検証結果【検証１】条例（制度）が社会情

勢に適合しているか 

 ６ページに記載する一定期間のブランク

が生じた原因は、参画条例第２０条（推進会

議）第２項の規定にある。 

 この参画条例第２０条第２項を検証する

ことが、基本条例第３８条（条例の検証及ぴ

見直し）に定める市長等の義務である。当該

第２項は社会情勢に適合しているのか、当該

第２項は本市にふさわしいのかの検証であ

る。一定期間のブランクが生じたという事実

は、当該第２項に欠陥があることを明らかに

している。 

 この第２項では、明石市市民参画推進会議

は、この条例の運用の状況及びその評価に関

する事項にかかる調査審議は市長の諮問に

応じて行うことを定めている。すなわち、市

長の諮問がなければ、この条例の運用の状況

及びその評価に関する事項にかかる調査審

議は実施しなくてもよいと定めているのに

等しい。しかも、当該推進会議は、常設機関

であることを前提にして設置されている。 

このように、当該第２項の規定こそが一定

期間のブランクを生じさせた原因である。 

また、答申においては、「これだけ対象期

間が長くなってしまうと検証が難しいので、

今後は対象期間を短くして検証できるよう、

常設機関としての会議の開催を定期的に開

催していただくことが必要です。」と述べて

いる。 

当該第２項の規定は、まさに、社会情勢に

適合しない規定であり、市長の諮問がなくて

も、毎年度当該調査審議ができるように、早

急に改めるべきである。 

ところが、【検証１】は、自己検証及び横

断的検証が共に「○」になっている。参画条

市民参画推進会議に対する毎年の市民参画

手続の実施状況に関する諮問については、形

式的なチェックを行うことによる形骸化を

避けるため、また、庁内の参画手続について

の実施状況を、毎年取りまとめて市のホーム

ページに公開していることを踏まえ、平成３

０年度よりいったんは休止していました。 

今後は市民参画制度について市民検証会議

の中で検証した上で、市民参画推進会議の定

期的な開催に努めてまいります。 

また、市民参画推進会議は、地方自治法第１

３８条の４に規定により設置する執行機関

の附属機関であることから、執行機関（市長）

の諮問に応じて調査審議いただくとともに、

必要に応じて市民参画手続の運用面等につ

いて、ご意見もいただいているところです。 
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例担当課は、当該第２項の欠陥を理解してい

ないだけでなく、諮問②に対する答申を読ん

でいないのではないかと危惧される。 

８ページ 

庁内検証会議からの主な意見 

 意見として「パブコメを行う際の公表方法

の基準について、柔軟に選択ができるよう、

市として最低限のルールを作ってほしい」と

の記載がある。 

 参画条例第９条（公表の方法）は、パプコ

メの公表の方法を定めている。公表は、掲示

板への掲示、市広報紙への掲載、市ホームペ

ージヘの掲載及びその他市長等が求める方

法の４種類であり、２つ以上の方法で公表し

なければならない。意見は、この規定の修正

を求めているが、求める修正内容を具体的に

記載すべきである。 

 参画条例第１１条（意見公募手続）第２項

及び第３項は次のように定めている。 

２ 意見提出期間は、前項の規定による公表

の日から起算して３０日以上でなければ

ならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長等は、３

０日以上の意見提出期間を定めることが

できないやむを得ない理由があるときは、

３０日を下回る意見提出期間を定めるこ

とができる。この場合においては、第１項

の規定による公表の際に、その理由を明ら

かにしなければならない。 

 このように最低限のルールは参画条例に

規定している。 

 意見は、この第２項及び第３項を最低ルー

ルと理解していない。この意見の意図は、条

例の規定にかかわらず、任意の庁内ルールの

策定を求めている。上述の答申は、市職員の

意識醸成の項において、次のように述べてい

る。 

 「市民参画条例が施行されて１０年以上が

庁内検証会議の意見は、参画条例第９条を踏

まえた上で、同条第４号の「その他市長等が

必要と認める方法」にＳＮＳを用いた方法を

含めるなどの、昨今の社会情勢を踏まえたル

ール整備を求めるものです。その点、分かり

やすい表記に改めます。 

なお、令和５年度には、局部長会議を通じて

全職員に適正な市民参画手続の実施につい

て周知徹底するとともに、市長自ら局部長会

議や職員研修の場などで直接「対話と共創」

のまちづくり等について方針を浸透させ、ま

た、職員改革セミナーを実施したほか、定期

的に庁内ニュースレター「サンカク」を発行

するなど、職員の意識醸成と制度の浸透に努

めているところです。 
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過ぎ、時間の経過とともに、市職員の市民参

画に対する認識が低くなってきていること

は否めません。実際に、意見公募手続で提出

された意見を反映させるための期間の設定

が極端に短い事例も見受けられます。市民参

画制度を、行政や市民にとって意味のある制

度として続けていくためにも、政策等の策定

に携わる市職員への研修等の実施など、必要

な対策をしっかりと考えていただきたいと

考えます。」 

 ８ページに記載されている意見は、この答

申の指摘を見事なまで具現化している。そし

て、市職員への研修等の成果が乏しいことも

実例として示している。この意見を素案に記

載していることも実例のーつに加えること

ができる。 

 基本条例第２条（定義）５号に定める「政

策等の計画の段階」の時期と明石市市民参画

条例（以下「参画条例」という。）第７条（市

民参画手法）１号及び３号に定める「政策等

の案を示す」時期がー致しない。計画の開始

時期よりもかなり遅れて政策等の案が公表

されている。 

 なお、基本条例第３条（条例の位置付け等）

においては、参画条例の運用に当たっては、

この基本条例の趣旨を最大限に尊重し、この

条例との整合性を図るものとすると定めて

いる。 

 （論点） 

 参画条例に規定する意見公募手続及び意

見交換会手続の実施時期は、市長等が政策等

の案を策定した後になっている。市長が政策

等の立案（発意）した段階での当該両手続の

実施は想定されていない。参画条例の当該規

定は、基本条例の基本原則及び条例の位置付

け等の規定に反しているのではないか。した

がって、参画条例の見直しが必要ではない

か。 

市民の方から建設的なご意見をいただくた

めにお示しする政策等の案は、確定済みのも

のではなく、あくまで「案」であり、当該政

策の内容を決定するに当たっては、必要に応

じて市民の方からいただいたご意見を反映

しています。 

例えば「みんなでつくる財政白書」や「本の

まちビジョン」の策定に向けての意見交換会

などでは、政策等の立案段階で市民参画を実

施しています。 
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４ 市民参画制度の検証 

①関係する条項では、４条で「基本原則」の

冒頭に「市政への市民参画」が挙げられ、市

民の市政への参画機会の保障を明記してい

る。また５条では、「市民が自治の主体」で

あり「市政に参画する権利」を明記している。

１２、１３、１５条はそれに基づく市長の責

務を記載しているに過ぎないのに、４条、５

条を関係条項に挙げないのは不適当であり、

市民参画の重みを軽んじていることにつな

がりかねない。なぜか？ 

②市民参画のチェック機関である「市民参画

推進会議」がＨ２９年度から５年間にわたっ

て委員が委嘱されず、この間の市民参画状況

の検証が行われなかったことについて「一定

期間のブランクが生じた」とするにとどめて

いる。今回の自治基本条例検証期間の大半を

占める期間でこのようなことが生じたこと

について、事の重大性に対する認識を欠いて

いる。なぜ５年間も委員の委嘱が行われなか

ったのかについての検証をしなければ、再発

防止策にならない。 

③また、ようやくＲ４年度に発足した市民参

画推進会議が積み残しの期間も含めて６年

分の検証をしなければならない状況にもか

かわらず、２年間の任期に「併任」する形で

「自治基本条例の検証会議」委員も委嘱した

ことによって、わずか９カ月で答申せざる得

ない状況に追い込んだことについても、この

対応が妥当であったかどうかの検証が不可

欠である。しかも、審議不十分なまま答申し

た直後に「自治基本条例の検証」は先延ばし

して、事実上“解任”してしまった。その結

果、当市民参画推進会議はその後１年間の任

期中、何もせずに無為に過ごして任期を終え

ることになってしまった。こうした経緯につ

いて、なぜこうなったのか等についての検証

と今後の対応への反省や教訓等を明記する

① 条例第１章「総則」及び第２章「自治の

主体」については、自治基本条例全体に

通ずる基本的な事項を定めたものであ

り、市民参画制度に限らず、すべての制

度に関係する条項であると捉えていま

す。 

② 市民参画推進会議に対する毎年の市民参

画手続の実施状況に関する諮問について

は、形式的なチェックを行うことによる

形骸化を避けるため、また、庁内の参画

手続についての実施状況を、毎年取りま

とめて市のホームページに公開している

ことを踏まえ、平成３０年度よりいった

んは休止していました。今後は市民参画

制度について市民検証会議の中で検証し

た上で、市民参画推進会議の定期的な開

催に努めてまいります。 

③ 令和４年度に発足した市民参画推進会議

からは、２回に渡り答申をいただきまし

た。令和５年度は、答申で求められた「職

員の市民参画手続に対する意識醸成等」

を中心に取組を行い、その結果は、令和

６年５月１６日の市民参画推進会議にご

報告しました。今後は、市民参画推進会

議・自治基本条例検証市民会議のそれぞ

れに必要な事項をお諮りし、定期的な開

催に努めてまいります。 

④ 素案に掲載した令和５年、６年度の取組

は、令和５年４月の答申に対する改善対

応を目的の一つとして行ったものです。 
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ことが当然必要になる。そうした検証が全く

行われていない。 

④Ｒ５年の市民参画推進会議の答申につい

ては、ジェンダー平等の推進条例に関わる条

例改正しか言及していないが、Ｒ５年４月の

答申では膨大な改善意見が盛り込まれてい

る。今回の検証期間外であるＲ５、６年度の

取り組みを参考に掲げる（ｐ７）ことよりも、

上記の答申で指摘されたことについての検

証と対応が重要ではないか？ 

市の政策等の計画段階から・・・（２条参画

の定義） 

計画段階に企画段階を含めるべきです。その

視点で、５年間の検証をしてください。自治

の主体は市民です。（基本条例第４条にも） 

参画条例第２条第４号の「計画段階」は、「企

画段階」の意味を含むものと考えています。 
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【住民投票制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

１０ページ 

検証結果 

【検証１】及び【検証２】の項目について

は、（※１）制度として確立していないため、

「－」と評価したと記載している。 

各ページの個所において指摘しているが、

本来「条例の内容」又は「条文」と表現すべ

きところを「制度」と表現してしまったこと

で、意味不明の記載になっている。 

この項において評価すべきは、基本条例第

１４条（住民投票）の条文（＝条例の内容）

が、本市にふさわしい規定であるか、また、

社会情勢に適合した規定であるかである。 

１０ページには、制度として確立していな

いため、「－」と評価したと記載している。 

 基本条例第３８条において、条文（条例

の内容）を検証することを市長等の義務であ

ると規定しているにもかかわらず、条文に基

づく制度がないことを理由にして、条文（条

例の内容）の検証という義務を果たさないと

いう珍事が生じている。 

この素案は、明らかに、本質の部分で欠陥

作品である。 

住民投票制度の弱点は実施の迅速性に欠

けるところである。９ページには、丹波篠山

市の例が記載されているが、このような市民

生活の根幹にかかわるテーマは、毎年のよう

に数多く発生するわけではない。１０年に一

度、あるいは２０年にー度かもしれない。し

かし、市民の意向の割合の確認を要するテー

マは数多く発生する。早急に答えを出さなけ

れば間に合わないテーマも発生する。そのよ

うなテーマの発生に備えて、参画条例の中に

市民意向調査手続を加えるべきである。この

市民意向調査手続は、完全無作為抽出によっ

て選ばれた市民を対象にして実施される。 

住民投票条例が未制定であることに加え、住

民投票は市民による発議が前提となる制度

であることから、職員目線ではなく市民目線

での評価が適切であると考え、職員による検

証の結果は「－」としましたが、市民検証会

議では検証を行う予定です。 

明石市市民参画条例第７条第７号の「その他

の市民参画手法」は、アンケート、ヒアリン

グ、モニター、フォーラム、市民会議など多

種多様な手法を指すものであり、ご意見の

「市民意向調査手続」も、同号の手法として

実施することができます。 
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一方、意見公募手続では、市長、市行政及

び特定の意向を持つ組織等が応募を動員す

ることが可能であるために、市民の意向の真

の割合を把握することはできない。市民意向

調査手続と意見公募手続は役割を分担する

ことになる。 

想定外の事態が生じ、この事態に迅速に対

処するためには、住民投票よりも市民意向調

査手続の方がよく機能する場合がある。 

したがって、市民参画条例の中に市民意向

調査手続を新設した上で、住民投票制度の制

定の妨げになっている実施要件を市議会が

受け入れることができる内容にしてでも、住

民投票条例の制定を行うのが現実的である。 

常設の住民投票条例を制定する目的は重

要な政策等への市民の意見（意向）の反映で

ある。 

事象が急速度で展開する時代においては、

常設の住民投票条例の実施と市民意向調査

手続の実施との併用も検討されるべきであ

る。 

基本条例第１４条（住民投票）第３項は、

住民投票の発議要件、請求手続、投票に付す

べき事項、投票の資格要件、実施に関する手

続その他必要な事項については、別に条例で

定めると規定している。しかしながら、基本

条例施行後１３年を経過するにもかかわら

ず、別の条例（住民投票条例）が制定されて

いない。 

（論点） 

基本条例第３条（条例の位置付け等）第１

項は、この条例は、自治の基本を定めるもの

であり、市は、他の条例、規則等の制定改廃

及び運用に当たっては、この条例の趣旨を最

大限重し、この条例との整合性を図るものと

すると規定している。この条文中の「市」と

は、市民、市議会及び市長等によって構成さ

れる基礎自治体としての明石市である。した

今後の市民検証の結果を踏まえ、市議会と丁

寧に議論し、方向性を見出していきたいと考

えております。 
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がって、市議会及び市長は、共に、基本条例

第１４条第３項に定める別の条例を定める

義務がある。市議会及び市長は、互いに協力

して、早急に当該義務を果たすべきではない

か。 

基本条例第１４条（住民投票）第１項は、

将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼ

すと考えられる事項について、住民が市長に

対して住民投票の実施を請求したときは、市

長は、住民投票を実施しなければならないと

規定している。 

（論点） 

 「将来にわたって明石市に重大な影響を及

ぼすと考えられる事項」という場合におい

て、この事項を判断する主語が不明になって

いる。これは条文の不備ではないか。条文の

この部分は、「住民が将来にわたって明石市

に重大な影響を及ぼすと考える事項」に改め

る必要はないか。 

住民の市長に対する住民投票請求権を定め

た条例第１４条第１項の趣旨を考えると、

「将来にわたって明石市に重大な影響を及

ぼす事項」かどうかの判断主体も、当然「住

民」となります。 

自治基本条例で策定を義務つけた３つの

手続き条例のうち、１５年を越えても唯一制

定されていないこの条例が、なぜ３度も否決

されたのか？しかも、提案した条例案は毎回

内容が異なっており、異例の条例による設置

で発足した検討委員会の答申との関係で、ど

こがどう異なり、なぜ成立しないのかという

具体の検証が不可欠である。「制定に至って

いない」というだけでは、検証にはならない。 

住民投票条例については、市議会においても

「定住外国人投票権の有無」や「発議に必要

な署名数」などの様々な論点について、多様

なご意見があることから、いまだ可決に至っ

ていないものと認識しております。 

今後、市民検証会議において、これまでの経

緯も踏まえて検証を行う予定です。 

 



12 

 

【協働のまちづくり制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

他都市と比べて、協働のまちづくりは比較的

うまく進んでいるという評価は高い。しか

し、素案の評価や記述については、幾つかの

問題がある。 

①「地域の課題を行政にだけ頼るのではな

く、地域の自発的な取り組みによって解決し

ようとする機運も起こっており‥」（ｐ１２）

という認識には問題がある。すでに「機運が

起こっており」の段階ではなく、「不可欠な

時代になっている」という認識が必要ではな

いか？ 

②半数を超える地域で「協働のまちづくり組

織」が動いているが、当然ながら全ての組織

が順調に機能しているわけではなく、組織的

にはそれぞれ困難な課題を抱えている。所管

する現場ではその困難を具体的につかんで

いるはずだから、どのような課題を抱えてお

り、どのような支援が必要なのかについての

考察が必要だ。 

③とくに地域交付金の金額や運用について

の問題点や支援体制のあり方、現行の制度が

持っている課題などがすでに具体的に挙げ

られているはずだ。今後の外部識者による検

証を行うためにも、もっと具体的に課題を挙

げておくことが必要ではないか？ 検証結果

を見ると、概ね順調、適正であるという「現

状肯定的」な評価が目につき過ぎる。現状肯

定評価のオンパレードは、検証の名に値しな

い。 

①庁内検証時には、協働のまちづくりに取り

組めていない校区もあったことから、「地域

の課題を行政にだけ頼るのではなく、地域の

自発的な取組みよって解決しようとする機

運も起こっており・・・」という表現をさせ

ていただいたところです。しかし、地域課題

の解決には行政だけでなく、地域の自発的な

取組も不可欠な時代になっていると認識し

ています。 

②③協働のまちづくり推進組織や制度にお

いて、様々な課題があることは認識していま

す。今後、外部有識者等による地域交付金や

支援の在り方、制度の見直し等の検証を行う

にあたり、協働のまちづくり推進組織が抱え

ている課題や必要な支援等について、改めて

整理、考察を行っているところです。 
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【広報制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

１４・１５ページ 

制度の取組状況について担当課からの意見 

当該意見として次の記載がある。 

「市民への説明責任や情報共有を果たし

ていくため、広報あかしやホームページ、Ｓ

ＮＳ、記者提供を組み合わせるなどの工夫を

している。」 

市政情報のひとつに市民提案箱に寄せら

れた市民の意見がある。その市政情報はホー

ムページで見る方法か、閲覧場所で見る方法

しかない。果たして、この方法が、市政情報

を適切な方法で、積極的に提供する方法なの

か疑問である。この方法は、デジタルデバイ

ドを考慮せず、移動弱者に対して配慮しない

方法である。 

市民提案箱に寄せられた市民の意見を広

報あかしに掲載できない理由は、掲載に必要

な８０万円の費用が捻出できないことであ

る。一年に２回の掲載で、年間１６０万円が

必要となるが、この年間１６０万円は、基本

条例第２１条（情報の共有における市長等の

責務）の規定を履行しない理由になるほどの

金額であろうか。この年間１６０万円は、年

間の広報あかしを発行するための費用の何

パーセントに相当するのであろうか。検証結

果の項目はすべて「○」である。 

市民提案箱に寄せられた意見の回答内容の

公表方法につきましては、いくつかの課題が

あると認識しており、多くの市民の手に届く

形での公表や、わかりやすい形での公表につ

いて、検討していきたいと考えております。 

基本条例の中にも、公開条例の中にも、情

報の提供の形態としての「広報」に関する記

載がない。また、市行政においても、「広報」

が市政に関する情報を知る市民の権利を保

障する重要な手段であるという認識が薄い。

市行政は、「広報」を単なる行政サービスの

一つとして認識しているように見える。この

ような認識は、ホームページヘの掲載を万能

視して、ホームページにアクセスすることが

できない市民の知る権利を軽視している事

広報あかしやホームページ、SNS、記者提供

を組み合わせ積極的な情報提供を行ってお

り、市民との信頼関係を構築することができ

ていると認識しているため、現状の通りとさ

せていただきます。 
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実が示している。 

（論点） 

市政情報を知る市民の権利の保障と「広

報」のあり方を検証して、「広報」を基本条

例において情報提供の重要な手段として明

確に位置づけるべきではないか。 

前回の市民検証でも感じたが、所管課の検証

（一次評価）が「業務報告とその肯定的意見」

にとどまっている感じが強い。横断的検証

（二次評価）でも、情報社会の変化等への対

応意見にとどまり、既存媒体による情報発信

のあり方についての評価や課題の検証は乏

しい。 

８年前の検証報告書でも指摘されている通

り、フルカラーチラシ風の広報紙について

「分かりやすさ」と「情報量」のバランス改

善の課題は、まったく緒に就いていない。ど

ちらかと言えば、前市長が事細かに口出しし

て制作していた“市政（市長）の政策ＰＲ紙”

的な性格が強く、自治基本条例の基本原則に

謳う「情報共有」の媒体としての役割を果た

しているのかどうかに検証のメスが必要で

はないか？ 

明石市の施策について市民に周知する媒体

として、電子媒体のＨＰへの過信を改めて、

紙媒体でも逐次、詳細な情報を市民に伝えて

いくことが欠けているのではないか？ ＨＰ

の改善も指摘はされているが、現状は市政の

主要政策やテーマからそのサイトに行きつ

くことが困難な状況が相変わらず改善され

ていない。 

また、前回も指摘されているが、広報紙やＨ

Ｐのあり方について継続的に市民の意見を

聴く「市政広報市民会議」のような仕組みを

つくり、情報発信についての市民参画を取り

入れるべきではないか？ 

広報紙については、市民にとって必要な情報

は何かを見極めながら分かりやすさと情報

量のバランスをとった紙面編集に努めてい

ます。 

令和５年度に実施した広報アンケートでは

読みやすいと回答した人が４２％と前回の

アンケート（３８．２％）から上昇しており、

ふつうと回答した人を加えると９割以上の

人が「読みやすい・普通」と回答しています。

今後も引き続き分かりやすさと情報量のバ

ランスのとれた紙面編集に努めていきます。 

ホームページについてはリニューアルを予

定しており、頂いたご意見を参考にしなが

ら、利用する人が見やすく情報を入手しやす

い「すべての人にやさしい」ホームページを

目指していきます。 

市民の意見を聞く手法として広報アンケー

トや広報紙の特集企画内で意見募集などを

行っており、寄せられたご意見や感想を活か

しながら紙面づくりを進めています。情報発

信が一方通行にならないよう、双方向での広

報活動に取り組んでいきます 
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【情報公開制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

１７・１８ページ 

制度の取組状況について担当課からの意

見、検証結果 

基本条例第２１条第１項では、情報の「公

開」及び「提供」によって情報を「共有」す

ることを市長等に義務付けている。「公表」

についての記載がない。 

同条第２項では、情報の「提供」及び「公

表」による情報の「公開」を市長等に義務付

けている。 

第１項は「共有」を目的とし、第２項は「公

開」を目的としている。 

問題は、第１項において「共有」する手段

としての「公表」を記載していないことであ

る。市長等と市民が情報を共有する手段とし

ての「公表」は不要なのか疑問である。 

そして、請求者に対して「公開」された情

報が、市長等が市民と「共有」する情報と言

えるのか疑問である。 

また、当該第２１条のタイトルには第１項

の「共有」の語しかないが第２項の「公開」

の語は不要なのかという疑問がある。 

繰り返しになるが、基本条例第３８条（条

例の検証及び見直し）において規定する条例

の内容の検証とは、このような疑問に答えを

出すことではないのか。 

要するに、基本条例第２１条は、タイトル、

第１項及び第２項の記述の間で整合性がと

れていないことになる。同条には、このよう

な重大な欠陥がある。その大きな原因は、同

条第２項の「別に条例で定めるところによ

り」の規定を受けて、新たな条例を定めるの

ではなく、明石市公文書の公開等に関する条

例（昭和６２年条例第２８号）の全部を改正

して、第２項の受け皿にしたことにある。言

い換えれば、基本条例第２１条が想定してい

条例第２１条は、第１項及び第２項で一体的

に、情報の共有における市長等の責務につい

て規定しています。すなわち、市長等は、情

報公開の総合的推進を明記する明石市情報

公開条例（以下「情報公開条例」といいます。）

の基本的な考え方を踏まえ、市政に関する情

報を知る権利を有する市民に対し、当該情報

を提供、公表、公開する方法により情報の共

有を図る義務を負っています。 

この情報公開条例は、その目的規定（第１条）

の中で市民の知る権利の尊重を掲げており、

市政情報を知るという市民の権利を明確に

規定しています。その上で、情報公開の総合

的推進について独立した章（第２章）を設け、

その章中に情報公開の推進（第５条）、情報

の公表（第６条）、情報の提供（第７条）に

ついて定めています。 

このように、条例第２１条第１項及び第２項

の規定並びに情報公開条例の上記各規定は、

市と市民との間の情報の共有及び情報公開

の総合的推進について一体的に規定してい

ます。 
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た「明石市情報共有条例」を制定しなかった

ことによる。 

基本条例第５条（市民の権利）第１項は、

市民は、自治の主体であり、市政に参画する

権利及び市政に関する情報を知る権利を有

すると規定している。ところが、基本条例第

１０条（市長等の責務）には、市民に対して

情報を提供する市長等の責務が記載されて

いない。そして、基本条例第２１条（情報の

共有における市長等の責務）第１項は、市長

等は、市民が必要とする情報を的確に把握す

るとともに、市政情報を適切な時期に、適切

な方法で、積極的に、分かりやすく市民に公

開及び提供するなど、情報の共有を図らなけ

ればならないと規定している。 

さらに、同条第２項は、市長等は、別に条

例で定めるところにより、積極的に各種の情

報の提供又は公表を進め、情報公開を総合的

に推進していくことに努めなければならな

いと規定している。この規定では情報の提供

又は公表は、情報公開の総合的推進のための

手段になっている。また、別に定める条例の

制定目的が情報公開の総合的推進になって

いる。 

要するに、第５条第１項に規定する最も重

要である市民の権利としての市政情報を知

る権利が、後の条の規定において曖昧になっ

ている。 

加えて、別に定める条例である明石市情報

公開条例（以下「公開条例」という。）の条

数は３０であるが、情報の公表及び情報の提

供を規定する条は、第６条と第７条の各１条

だけである。公開条例の実質は、全部改正前

の明石市公文書の公開等に関する条例であ

る。 

（論点） 

別に定める条例は、市政情報を知るという

市民の権利を明確にすることを制定の目的
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とすべきではないか。 

別に定める条例を新たに制定せずに、既存

の明石市公文書の公開等に関する条例に抱

き込もうとした点に無理や矛盾が生じてい

るのではないか。 

公開条例は、情報の公表及び情報の提供に

ついて次のように規定している。 

  (情報の公表) 

第６条 実施機関は、長期総合計画その他重

要な基本計画等実施機関が保有する情報を

公表するよう努めるものとする。 

２ 実施機関は、同一の公文書につき第１０

条の規定による公開の請求を複数回受けて

その都度公開をした場合で、市民の利便の向

上及び行政運営の効率化に役立つと認めら

れるときは、当該公文書を公表するよう努め

るものとする。 

(情報の提供) 

第７条 実施機関は、市民への積極的な情報

の提供及び自主的な広報手段の充実に努め

るとともに、市政に関する情報を提供する窓

口等を一層市民の利用しやすいものにする

等情報の提供の拡充に努めるものとする。 

２ 実施機関は、効果的な情報の提供を実施

するため、広聴機能等情報の収集機能を強化

し、市民が必要とする情報を的確に把握する

よう努めるものとする。 

(論点) 

上記の２条を基本条例中に移すことはで

きないか。 

そして、移すことによって、基本条例第２

１条第２項の別に条例で定める規定を削除

すべきではないか。 

 

明石市情報公開条例（以下「情報条例」と

いう。）第５条（情報公開の推進）は、実施

機関は、情報の公表及び情報の提供の拡充を

図るとともに､公文書の公開制度の円滑な運

用を図り、市民が市政に関する情報を迅速か
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つ容易に得られるよう情報公開の総合的な

推進に努めるものとすると規定している。 

この条では、情報の公表及び情報の提供

は、情報公開の総合的推進のための手法とし

て位置付けられている。 

基本条例第２１条（情報の共有における市

長等の責務）第１項は、市民が必要とする情

報を的確に把握するとともに、市政情報を適

切な時期に、適切な方法で、積極的に、分か

りやすく市民に公開及び提供するなど、情報

の共有を図らなければならないと規定して

いる。 

この項では、情報の共有のための手法に情

報の公表が含まれずに、代わりに情報の公開

が含まれている。 

同条第２項は、市長等は、別に条例で定め

るところにより、積極的に各種の情報の提供

又は公表を進め、情報公開を総合的に推進し

ていくことに努めなければならないと規定

している。 

この項では、情報の公表が復活している

が、情報の情報と共に情報の公開のための手

法に位置付けられている。このように、情報

の提供、公表及び公開の位置付けが錯綜して

いる。 

また、基本条例第２１条のタイトルは情報

の共有であるにもかかわらず、同条第２項は

情報の公開が結語になっている。この第２１

条のタイトルと中身が一致していない、 

参画条例第３条（市民参画の基本原則）第

２項は、市民参画は、市民と市長等がお互い

の情報提供の下に、情報を共有して行われる

ものとすると規定している。 

この項では、情報の提供は、情報の共有の

手法に位置付けられている。 

（論点） 

情報の提供、公表、公開及び共有の用語の

定義を明確にするとともに、その使い分け
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（位置付け）を整理すべきではないか。また、

基本条例第２１条の第１項と第２項は分離

して、タイトルと中身が一致した独立した条

にすべきではないか。 

この項目については、表題自体から自治基本

条例に対する認識の欠如が出ている。自治基

本条例で市政運営の基本原則に挙げている

のは「情報共有」であり、「情報公開」では

ない。だから、自治基本条例で市長の責務と

して明記した２１条でも「情報の共有」と記

している。前回の市民検証報告書では「情報

公開（情報の共有）」としていた。 

①この課題で第一に問題なのは、自治基本条

例が「情報の共有」を基本原則に定めてから

１５年を経ても、情報公開条例の改正に着手

できていないことだ。「情報公開」と「情報

共有」の違いが、行政内部で認識されていな

いことの表われでもある。前市長も現在の市

長も「市役所が持っている情報はすべて市民

のものだ」と口先では言いながら、意思形成

過程の情報を市民に提供することに消極的

になり、「決まってから」の情報提供がまか

り通っている。市民が請求すれば公開すると

いう「情報公開」から、名実ともに「積極的

に各種の情報の提供又は公表を進め、情報公

開を総合的に推進していく」（条例２１条）

との落差の検証が必要だ。これができていな

いことの実例を挙げれば枚挙に暇はないが、

そうした観点からの評価・検証が行なわれて

いないまま、自己検証、横断的検証ともに〇

をつけているのは、検証の名に値しない。 

②それどころか、情報公開条例については２

０１６年に重要な後ろ向きの改正が行なわ

れている。情報公開請求に対する開示決定へ

の異議申し立ての方法が、行政不服審査法の

改正に合わせて、十分な検討のないまま情報

公開条例に基づく開示決定の異議申し立て

が、情報公開審査会の所管からよりハードル

①②③条例第２１条は、第１項及び第２項で

一体的に、情報の共有における市長等の責務

について規定しています。また、市長等は、

情報公開条例の基本的な考え方を踏まえ、市

民に対して当該情報を提供、公表、公開する

方法により情報の共有を図っています。 

なお、「情報の共有」は、参画と協働のまち

づくりを進めるに当たり必要な各制度共通

の大切な考えであることから、市民検証会議

での検証内容を踏まえ、市民への積極的な情

報提供のあり方等について検討してまいり

ます。 
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の高い行政不服審査法の手続きに移管して

しまった。 

全国的には情報公開にきちんと向き合って

いる自治体では、改正された行政不服審査法

の第９条第１項「ただし書き」規定に準拠し、

情報公開条例に基づく異議申し立ては従来

通り同条例の審査会の所管事項として継続

する手続きを取っている。明石市は情報公開

審査会や特別の審議機関に諮ることもなく、

安易に条例改正を行ってしまった。この結

果、市民にとっては情報公開請求のハードル

を一層高いものに変質させてしまった。 

ｐ１７に掲載している「情報公開請求件数及

び処理件数」には、部分公開または非公開決

定になった際の「異議申し立て」結果とその

後の「審議結果」が記載されていないが、２

０１６年の改正後は「異議申し立て」が大幅

に減少しているはずだ。情報公開に積極的に

対応している自治体のこの問題に対する対

応を調べて、速やかに再改正を図るべきであ

る。ちなみに、この改正について所管課に照

会した際には、何のことが全く分からないと

いう対応だった。 

③「積極的に情報提供に務める」（２１条）

という規定にもかかわらず、本庁舎１階にあ

る「市政情報資料室」のお粗末さには、ひど

いものがある。資料室というには値しない。

また、過去の市政情報資料は、かつて旧市立

図書館にあった「郷土資料室」、同図書館が

駅前に移転後は一時「ふるさと図書室」とし

て短期間継続していたが、２０２１年度末に

完全閉館して以降は「郷土資料室」はない。

かつてあった膨大な資料も大半は公開され

ていない。公文書館のない明石市としては貴

重な存在だったが、市役所のこうした「情報

提供の場」に対する関心が皆無のように思え

る。自治基本条例の「情報の共有」は、絵に

描いた餅と同然になっている。 
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現状の条例は以前からのものですね。自治基

本条例の精神を織り込んで新しく制定して

ください。 

明石市情報公開条例（以下「情報公開条例」

といいます。）は、平成１４年１０月１日か

ら施行されています。その目的規定（第１条）

の中には、市民の知る権利の尊重を掲げてお

り、市政情報を知るという市民の権利を明確

に規定しています。また、情報公開の総合的

推進について独立した章（第２章）を設け、

その章中に情報公開の推進（第５条）、情報

の公表（第６条）、情報の提供（第７条）に

ついて定めて、市民に対する情報の公表及び

提供により情報公開の総合的な推進に努め

ることを規定しています。 

一方、本条例は、平成２２年４月１日から施

行されています。条例第５条第１項は、市民

が市政に関する情報を知る権利を有するこ

とを規定し、また同条例第２１条は、第１項

及び第２項で一体的に、情報の共有における

市長等の責務について規定しています。すな

わち、市長等は、情報公開の総合的推進を明

記する情報公開条例の基本的な考え方を踏

まえ、市政に関する情報を知る権利を有する

市民に対し、当該情報を提供、公表、公開す

る方法により情報の共有を図る義務を負っ

ています。 

このように、市政情報を知るという市民の権

利を保障する、市民に対して情報を提供、公

表、公開するといった条例の精神は、現行の

情報公開条例にも織り込まれています。 
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【個人情報保護制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

法律の内容を遵守できているとのことだが、

昨今外部からの悪意のある情報アクセスや

管理の甘さによる流出など、様々な問題が起

きています。管理面をどのように行えている

のか、を市民に発信してもらえると助かりま

す。ただし、管理方法の詳細を外部発信する

と、それはそれでリスクとなるためあくまで

概要レベルでの発信になるかと想定してい

ます。 

本市が管理する個人情報を適正に保護する

ため、情報セキュリティポリシーとして、「明

石市情報セキュリティ基本方針」を策定し、

市ホームページにて公開をしております。 

また、特に重要な特定個人情報にかかるセキ

ュリティ対策については、法令に基づき「特

定個人情報保護評価書」を業務ごとに作成

し、こちらも市ホームページにて公開をして

おります。 

ご意見のとおり、管理方法の詳細を公開する

ことは、かえって情報セキュリティリスクを

上げることにつながるため、概要レベルでの

公開としております。 
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【総合計画制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

２１ページ 

 基本条例第２６条（総合計画）において、

市長は、市政を総合的かつ計画的に運営して

いくための基本となる計画（以下「総合計画」

という。）を市民参画の下で定めなければな

らないと規定している。 

 改正前の地方自治法第２条第４項におい

て、「市町村は、その事務を処理するに当た

っては、議会の議決を得てその地域における

総合的かつ計画的な運営を図るための基本

構想を定め、これに即して行うようにしなけ

ればならない。」と規定していた。（改正平成

２３年５月２日） 

 この改正前の地方自治法に規定していた

のは「基本構想」であって、「総合計画」で

はなかったことに留意する必要がある。 

 類推すれば、地方自治体の具体的な事務事

業が記載される総合計画を議会の議決の対

象にしないという趣旨の規定であったと思

われる。すなわち、首長の権限と議会の権限

との均衡を図る趣旨の規定であったと思わ

れる。 

 総務大臣通知には「なお、改正法の施行後

も、法第９２条第２項の規定に基づき、個々

の市町村がその自主的な判断により、引き続

き現行の基本構想についての議会の議決を

経て策定することは可能であること。」との

記載がある。 

ここでも、当然「基本構想」である。 

なぜ明石市は「基本構想」ではなく、「総

合計画」という名称に拘り続けているのか非

常に疑問である。ここでは、明石市は、改正

前の地方自治法第２条第４項の規定を充分

に理解できていなかった可能性がある。現在

も担当課は同じ理解を踏襲している。 

 明石市と同様に「総合計画」という名称

条例第２６条第１項は、「市長は、市政を総

合的かつ計画的に運営していくための基本

となる計画（以下「総合計画」という。）を

市民参画の下で定めなければならない。」と

規定しています。そこで本市では、総合計画

として２０２２年３月にあかし SDGs 推進計

画(第６次長期総合計画)を策定し、目指すま

ちの姿や目標人口、まちづくりの方向性など

の基本構想を定めています。 

総合計画については、明石市では、昭和４７

年（１９７２年）に、はじめて策定して以来、

概ね１０年ごとに新たな計画を策定してお

り、現在の計画で６期目となっています。こ

のように、５０年以上「総合計画」という名

称が用いられており、継続性の観点から「総

合計画」という名称が相応しいと考えており

ます。また、兵庫県下の２９市中、明石市も

含め２６市が「総合計画」の名前を用いてお

り、このことからも、市の最上位計画の名称

を「総合計画」から、「基本構想」へ変更す

ることは、現在のところ考えておりません。 
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を使用している市町村は多い。しかし、その

「総合計画」の内容は、「基本構想」と大き

な違いはない。そして、ほとんどの市町村は

多岐に及ぶ行政分野の施策を一つの計画と

してまとめることが無理なことは承知して

いる。また、国の施策の変更によって「総合

計画」の改定時期と無関係に改定しなければ

ならない「個別計画」が多くある。さらに決

定的な要因は、「総合計画」の策定時に想定

していなかった社会経済情勢の変化や国の

施策の変化に対応しなければならない事態

が頻繁に生じているという事実がある。 

 すでに「総合計画」が有効な時代ではなく

なっている。 

 明石市は「総合計画」の名称の上に「長期」

の名称まで加えている。明石市の名称は、完

全に時代錯誤である。 

 民間企業のほとんどは、計画期間３年程度

の中期計画を策定している。計画期間１０年

程度の長期計画を策定している企業は、おそ

らく皆無に等しいものと思われる。近年は、

計画期間３年程度の中期計画の策定を取り

止める企業が現れてきている。激動する変化

の時代にあっては、長期計画や総合計画の存

在がリスクになるからである。 

 国には、各省庁の施策を束ねた総合計画は

存在しない。 

 現在、各省庁の施策に影響を与えているの

は、毎年度策定される骨太方針である。 

２２ページ 

制度の取組状況について担当課からの意見 

 この項目の中に次のような記載がある。 

 「社会経済情勢の変化が激しい中、計画期

間が１０年間に及ぶ長期総合計画で個別の

事業を位置づけることは難しい。今後も計画

の実効性を確保するため、あかしＳＤＧＳ推

進計画では、将来ビジョン（まちづくり基本

方針）のみを定め、前記戦略計画で個別計画

 



25 

 

との整合性をはかりながら、優先的に取り組

む施策を定めている。また、毎年度、取組の

方針と具体的に実施する事務事業を定めた

実行計画を策定していく。」 

 そこまで理解しているのであれば、あかし

ＳＤＧＳ推進計画に、第６次長期総合計画と

いうタイトルを付記するのを止めるべきで

ある。あるいは、最初から、当該タイトルを

付記すべきではなかった。 

 しかし、検証結果の【検証１】においては、

この条文は社会情勢に適合していると判断

されている。 

 基本条例第２６条（総合計画等）は、タイ

トルを「基本構想」に改め、条文もタイトル

にふさわしい字句に改めるべきである。な

お、その場合には、明石市議会の議決すべき

事項等に関する条例第２条（議決事項）第１

号中「総合計画」を「基本構想」に改める必

要がある。 

 基本条例第２６条（総合計画等）は、市長

は、市政を総合的かつ計画的に運営していく

ための基本となる計画（以下「総合計画」と

いう。）を市民参画の下で定めなければなら

ないと規定している。市行政は第６次長期総

合計邁をビジョンとして策定している。社会

経済情勢の変動が激しい時代において、１０

年間の社会経済情勢を見通すことは不可能

に近い。したがって、長期総合計画を策定す

る目的が、計画から、市の使命及び市のある

べき姿を記載するビジョン（構想）へと移行

していることは合理的である。 

もとより、改正前の地方自治法において

は、市町村に義務付けしていたのは、「総合

計画の策定」でなく、「基本構想の策定」で

あった。 

 （論点） 

 基本条例第２６条中「総合計画」とあるの

を「基本構想」に改めてはどうか。 
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第６次長期総合計画は自治基本条例が施行

されてから、初めて策定作業が行われた計画

である。にもかかわらず、その策定作業の期

間が新型コロナ感染症がまん延し対応に追

われた期間と並行するという条件はあった

ものの、策定作業における市民参画のプロセ

スは従来計画の策定時以上に存在感の乏し

い「無残な策定プロセス」に終わった。詳し

くは、２０２２年７月に発足した市民参画推

進会議第３回会議（２０２２．９．５）に提

出した小生の「市民参画手続きの検証資料」

に詳述している通り、恥ずかしい策定経過で

あった。 

にもかかわらず、所管課の検証結果では総合

計画の内容について触れるのみで、市民参画

による策定プロセスについては「多様な市民

参画のもとで策定した」と肯定的評価しかし

ていない。また、庁内検証会議の二次評価も、

今後の総合計画のあり方の検討が必要であ

ることに触れただけで、条例に明記している

「市民と共有できるまちづくりの目標を定

める」ことや「市民参画のもとで進める」方

策についての考察を欠いている。 

あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次長期

総合計画）の策定に係る市民参画につきまし

ては、２０１９年度に、策定作業の前段として、

まちづくり市民意識調査を実施するととも

に、市内５地区でのタウンミーティングや子育

てモニターとの市長懇談会、さらに市内５か

所の高齢者大学での市長懇談会を実施して

います。 

２０２０年２月には、第６次長期総合計画に

ついて審議するあかしＳＤＧｓ推進審議会を、

多角的な視点を持って議論を深めるための

委員構成で設置しました。具体には、経済や

環境団体、地域代表、公募市民を始め、障害

のある方、学生、外国籍の方などを加えると

共に、半数以上を女性とするなど、多様性や

ジェンダー平等の視点を考慮しています。 

２０２０年４月以降は、新型コロナウイルス

感染症が拡大し、緊急事態宣言等が発令され

るなど、市民に最も身近な基礎自治体とし

て、市民の健康と生活を守ることを最優先

に、全庁をあげて感染症対策と生活支援に取

り組む必要があったこと、新たな総合計画の

策定には、今後の社会情勢や社会全体のあり

方を踏まえた十分な検討が必要であったこ

と、審議会の開催や市民参画による意見の聴

取・反映の機会が十分に確保できない状況が

見込まれたことから、計画の策定を１年延期

しています。こうした状況ではありましたが、

感染状況を見ながら、書面での各委員からの

意見聴取や少人数によるグループ単位での

意見交換会、オンラインでの全体会議の開催

等、工夫しながら審議を進めたと認識してい

ます。 

また、ＳＤＧｓ推進審議会での議論と並行し

て、市民からの意見の公募や、高校生・大学生

を対象とした「あかし未来図会議」のオンライ

ン開催、あかし女性応援ねっととの意見交換

会、市民説明会の実施（市内３か所及びオンラ
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インで２回）など、様々な意見交換等の場を設

定し、策定に取り組んでいます。こうして策定

された、あかしＳＤＧｓ推進計画（明石市第６次

長期総合計画）は、多様な市民参画のもとで

策定されたものと考えています。 

次に第６次長期総合計画の内容面につい

て、本推進計画においては、上記の策定過程

でいただいた意見も踏まえ、２０３０年のある

べき姿、目指すまちの姿を、「ＳＤＧｓ未来安心

都市・明石～いつまでも すべての人に やさ

しいまちを みんなで～」と定めるとともに、

具体的な数値目標として「住みやすいと思う

人の割合 １００％」「人口３０万人」を掲げてい

ます。このことから、条例に記載されている

「市民と共にまちづくりを進めていくため、市

民と共有できるまちづくりの目標を定める」

という点については、総合計画の内容にしっ

かりと反映されているものと考えます。 
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【財政運営制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

２４ページ 

条例２７条（財政）第３項においては、「市

長は、市全体の財政情報を市民に分かりやす

く公表しなければならない。」と記載してい

る。 

主な取組状況 

計画的な財政運営等について 

 記載の結語は「財政健全化に向けた取組

を進めてきた。」となっている。しかし、市

民が知りたいのは取組の結果である。財政健

全化の成果があったのか成果が無かったの

か、あるいは、一般会計の実体は黒字なのか

赤字なのか、市民はその情報の公表を望んで

いるのである。財政健全化に向けた取組を進

めてきたという当然の情報の公表を望んで

いるのではない。 

本市では、今年度、財政状況や財政運営上の

課題を見える化し、市民や市議会のみなさま

と共有するために、「（仮称）みんなでつくる

財政白書」を策定することとしており、より

わかりやすい財政情報の公表に取り組んで

まいります。 

 基本計画第２７条（財政）第３項は、市長

は、市全体の財政情報を市民に分かりやすく

公表しなければならないと規定している。た

だし、公表する財政情報及び公表の時期につ

いての規定がない。この規定がないことが、

基本条例施行後１３年間において、いわゆる

財政白書の作成に取り組んでこなかった原

因になっている。一方、各種の決算資料に加

えて、予算説明シート及び予算編成状況説明

会資料などを市ホームページ及び広報紙な

どで公表してきている。 

 ただし、公表された情報が市民に分かりや

すいとは言い難い。 

 さらに、基本条例第５条（市民の権利）第

１項は、市民は、自治の主体であり、市政に

参画する権利及び市政に関する情報を知る

権利を有すると定めている。この知る権利の

対象には財政情報も当然に含まれる。 

 （論点） 

 第３項の「財政情報」に、「財政の収支状
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況及び評価、基金現在高及び土地売却収入の

経緯、財政の課題並びに向こう３年度の財政

の収支見通し等」の具体的な項目を例示して

はどうか。 

また、財政情報を知る市民の権利を保障する

ために、市長が伝えたい情報を公表する規定

だけでなく、市民が知りたい財政情報を把握

する市長の責務を定める規定を加えてはど

うか。 

 そして、当該第２７条の中に、財政白書を

含めた財政情報を毎年度公表することを明

記してはどうか。 
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【政策法務制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

 基本条例第２８条（政策法務）第１項は、

市長等は、地域の実情にあった質の高い行政

を行うために、職員の法務に関する能力を高

めるなど、法務の体制を充実しなければなら

ないと規定している。言いかえれば、この規

定は、法務の体制を充実する目的が、地域の

実情にあった質の高い行政を行うことにな

っている。 

 基本条例第１条（目的）は、この条例は、

明石市における自治の基本原則を明らかに

し、自治を担う主体の権利、責務等を明確に

するとともに、市政に関する基本的な事項を

定めることにより、市民自治によるまちづく

りを推進し、もって「明石の自治」の実現を

目指すことを目的とすると規定している。 

 法務の体制の充実の真の目的は、当該第１

条の目的を実現することでなければならな

い。そのことが理解されていないために、政

策等及び事務事業の実施の場面において、基

本条例及び参画条例の趣旨に反する政策法

務が後を絶たない。政策法務は、地域の実情

にあった質の高い行牧を行うためだけに遂

行されるのではない。 

 （論点） 

 基本条例第２８条第１項の目的を、「地域

の実情にあった質の高い行政を行うため」か

ら「基本条例第１条に掲げる目的を実現する

ため」に改めてはどうか。 

法務の体制を充実させ、地域の実情にあった

質の高い行政を提供することを通じて、条例

第１条の目的を達成していこうとするもの

です。なお、第１条は全ての制度に共通する

目的を規定しています。 
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【評価制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

 基本条例第２９条（評価）第１項は、市長

等は、実施する事業等について、市民参画の

下、検証及び評価を行い、その結果を公表し

なければならないと規定している。 

 当該第１項に記載する「事業等」について

は、その定義が不明である。そして、政策等

は評価の対象から外されている。外した理由

は不明である。 

 基本条例第２条（定義）第５号は、参画と

は、市の政策等の計画段階から実施、評価、

改善に至るそれぞれの段階において、市民が

主体的に関わっていくことをいうと規定し

ている。 

 ところが、基本条例２９条第１項の規定に

よると、市民が参画できるのは、政策等の評

価ではなく、事業等の評価に限定されてい

る。これは明らかに、基本条例内の規定の不

統一である。 

そして、この不統一が意図的なものであれ

ば、市政の主体は市民と定める基本条例の理

念が、市行政に軽視されていることになる。 

 （論点） 

 基本条例第２９条中「事業等」とあるのを

「政策等及び事務事業」に置き換えてはどう

か。 

当該規定は、逐条解説にもありますとおり、

政策や計画、実施する事業等について評価す

ることを定めております。 

 基本条例第２９条（評価）第３項は、評価

に関し必要な事項については、別に条例で定

めると規定している。しかし、基本条例施行

後１３年が経過しているが、評価にかかる別

に定める条例は制定されていない。 

 （論点） 

 当該第２９条の項を増やして評価に関す

る基本的な規定を設けて、当該第３項の「評

価に関し必要な事項については、別に条例で

定める。」を「その他評価に関し必要な事項

は、市長が別に定める。」に改めてはどうか。

評価制度については、時代に適した柔軟でか

つ施策の質の向上に資するものであること

が求められるため、条例化が必要であるかど

うかも含めて検討課題であると考えており、

頂戴したご意見は検討に際しての参考とさ

せていただきます。 
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その理由は、評価の方法及び基準については

技術的な側面があるとともに、これらの技術

的な側面は常に変化するためである。 
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【行政改革制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

第３０条（行政改革）第１項は次のように

規定している。市長等は、積極的に市民活力

を活用しながら、持続可能な行財政体質を構

築しなければならない。この「市民活力」が

何を意味しているのか分かりにくい。市民の

活力という意味であれば、余りにも上から目

線の表現である。民間委託の推進という意味

であれば、「市民活力」ではなく、「民間活力」

のほうが適切である。 

条例第３０条第１項は、民間企業の活力だけ

でなく、参画と協働のもと、まちづくりの主

役である市民の意見や活力も積極的に活用

しながら行政改革の取組を進めていこうと

する旨を定めています。 

基本条例第３０条（行政改革）第１項は、

市長等は、積極的に市民活力を活用しなが

ら、持続可能な行財政体質を構築しなければ

ならないと規定している。 

 この項中の「積極的に市民活力を活用しな

がら」との記述は「積極的に民間活力を活用

しながら」の間違いではないか。現在の記述

は、市長等の上から目線の表現であると同時

に、市民と市長等による対等なパートナーと

しての協働の理念にも反している。 

（論点） 

 上述のように文言を改めてはどうか。 

 

計画目標の達成状況 

令和５年度末で収支は均衡と記載してい

る。ところが、令和４年度決算では、単年度

収支５億５８百万円の赤字であり、実質単年

度収支７億２０百万円の赤字である。このよ

うな状況に至りながら、令和５年度決算が、

一転して、収支均衡になるとは考えられな

い。この記載は誤りではないか。 

 令和５年度末で基金残高７０億円の確保

と記載している。しかし、このページに記載

する令和５年度の基金残高１０５億円には、

ＪＴ跡地６７億円及びあかねが丘学園跡地

１０億円の土地売却収入が含まれている。当

該土地売却収入を除くと、実質的な基金残高

は２８億円である。 

令和５年度末の基金残高は１１９億円を確

保できる見込みであり、財政健全化推進計画

で掲げた１０年間での収支均衡を達成する

ことができています。また、財政健全化推進

計画には未活用地の売却など公有財産の有

効活用を目標達成に向けた取り組みのひと

つとして掲げており、この方針に基づいてこ

れまで財政健全化の取り組みを進めてまい

りました。なお、JT 跡地につきましては、

処分価格約６７億円から取得費用等を除い

た約３０億円を財政基金に積立てておりま

す。 
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この数値が、行政改革に取り組んだ結果で

ある。したがって、当該２８億円では、計画

目標である令和５年度末の基金残高７０億

円は達成できていないことになる。 

 そして、土地売却収入を行政改革の成果に

位置付けるのであれば、このページに行政計

画の成果として記載すべきである。誠実さに

欠けて誤解を生む記載である。 

庁内検証会議からの主な意見 

検証２において、「取祖の結果、収支均衡で

あること、基金残高７０億円が達成できてい

ること」と記載している。収支均衡は間違い

である。また、基金残高７０億円の達成に寄

与したのは土地売却収入７７億円である。 
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【組織制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

関係条項 

 基本条例第３１条（組織）第１項で、市長

等は、市民に分かりやすく、簡素で機能的な

組織を編成しなければならないと規定して

いる。 

ところが、明石市の組織の実体は、市民に

分かりにくく、複雑な組織になっている。明

石市のような分かりにくく複雑な組織体制

は近隣他市には見られないのではないか。 

素案を見る市民に分かりやすいように、素

案に組織図を添付すべきである。 

 市議会本会議の理事者答弁において、市民

生活局長は、答弁のすべてを部長に丸投げし

ている。総務局長は、財政部門のトップであ

りながら、財政に関する答弁を財務部長に丸

投げしている。都市局長は、理事者答弁の多

くを担当する部長に任せている。 

 これは、局長のマネジメント及び答弁の能

力の問題ではなく、組織の機能及び規模の問

題である。 

 総務局は、行財政局として編成すべきであ

る。総務局という名称はレトロすぎる。 

 市民生活局を分割したのは適切であった。 

 環境局は、公園、緑地及び温暖化対策等の

行政分野も担当すべきである。 

 都市局は、都市基盤を担当する都市基盤局

と都市の活性化のためのインフラを担当す

る都市づくり局とに分割すべきである。そし

て、都市づくり局に産業振興部門を移すべき

である。都市の活性化のためのインフラ整備

（物・情報）と産業の振興（人・金）がー体

化している都市が持続可能な都市である。そ

のような成功例は日本の各地に数多くある。 

 環境産業局の設置は、市民生活局を分割す

ることが主たる目的であったに過ぎない。 

 ところが、３５ページに記載するとおり、

組織編成については、毎年度、翌年度の予算

編成作業と並行して、各局の意見をふまえて

検討を進め、具体的な案を作成しています。

そのうえで、人選を含めた体制については、

局長のほかに担当部長を配置する必要性を

考慮して決定します。 

引き続き、局部制の下、縦割り組織ではなく、

横断的に市政を進める体制づくりを進める

とともに、市民に近いところで対応ができる

ように、組織の整備に取り組んでいきます。 
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検証結果では、明石市の組織は社会情勢に適

合していて、しかも本市にふさわしいと評価

されている。 

 そこで、市民の検証が重要になる。そこで、

明石市の組織に対する市民アンケート調査

の実施を提案する。 

 また、さらに局の規模を小さくして局の数

を増やし、部・室を廃止することを提案する。

明石市の現状では、大規模な局に、その局全

体に通じるキャリアを充分に積んだ局長を

確保することが困難になっているのではな

いか。それでは組織の機能を高めることは無

理である。 

３５ページの検証３「庁内検討会議からの主

な意見」に次の記載がある。 

 「室だけ、課と担当、係の有無など、色々

な形態の組織が混在していてわかりにくく

なっている一面があるので、担当制に移行し

たことによる効果検証等をしっかりと行っ

てほしい。」 

 明石市の組織は、職位についても分かりに

くい。部長と室長の二つの職位を設ける必要

性はないのではないか。また、課長と担当課

長の二つの職位を設ける場合においても、担

当課長の数をもっと減らすべきではないか。

担当課長の職位が、職員個人の処遇として多

用されているのではないかと思われる。この

ような状況の解消は、任用の恣意性を排除し

て、任用の透明性を高めるために欠かせな

い。そこで、組織形態及び職位に関する職員

アンケート調査（無記名）の実施を提案する。 

 

前市長の下で中核市に移行してから、局部制

を敷いたことによる局長の所管の広大化に

伴う弊害や是正の必要性が生まれて一部軌

道修正したことや、政策局に重要プロジェク

ト等が集中し、原局との機能分担の混乱、事

業の継続性に関わる問題など庁内や議会で

も多々問題視されてきたことがたくさんあ
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るにもかかわらず、そうしたことについての

言及が皆無である。現実に庁内でも不協和音

があり、市民から見ても分かりにくい行政組

織が少なくない。なぜ、そうした側面に光を

当てなかったのか？ おざなりな庁内検証と

言わざるを得ない。 
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【広聴制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

庁内検証会議からの主な意見 

 検証３では次の記載がある。 

 ｢市民からの要望・提案等について、現状

では全ての意見に対して回答している。効率

化を図るため、同質の意見に対する回答方法

等を検討してはどうか。｣ 

 同質の意見が提出される原因は、意見の対

象となった課題が解決されていないからで

ある。 

例えば、たこバスの増便や路線の拡充につい

ては繰返し意見が提出されている。これらの

意見に対する回答は、まさにコピペに近い内

容である。しかも、ほとんどの回答が、｢検

討します。｣、『調査研究します。』、「課題と

いたします。」及び「困難です。」等で結んで

いる。 

 そのような回答のあり方の改善が進まな

い中で、同質の意見の取扱を簡素化すること

によって、得られるものと失うものを比較す

るべきである。 

参画条例第４条（市長等の責務）第３項は、

「市長等は、幅広い市民の意見等を的確に把

握し、市政に反映させるよう努めるものとす

る。」と規定している。 

 仮に回答方法等を簡略化又は集約化する

ことによって、市民から寄せられる意見が減

少すれば、当該第３項の規定にマイナスの影

響を及ぼすことになる。当該第３項の規定に

プラスの影響を及ぼす回答方法等を検討す

るのが市職員の責務である。市民提案箱につ

いては、年に２回、広報あかしに提案と回答

を掲載すべきではないか。現在は、一月分の

提案と回答をまとめてホームページに掲載

している。しかし、ホームページにアクセス

できない市民は、当該提案とその回答を事実

上知る機会がない。 

市民提案箱（要望・提案等）へ寄せられる意

見につきまして、市からの回答を希望される

方には、原則、個別に回答することとしてお

ります。 

また、この市民提案箱には、多くの市民から

多種多様な意見が寄せられるため、意見の趣

旨が同質のものもございます。その際、全体

としては同質の意見であっても、表現の違い

があることや個別回答の原則から、都度、回

答を作成しております。その結果として、過

去に寄せられた意見に対する回答と同内容

になることもございますが、意見者に対する

サービスの向上を目的としているため、寄せ

られる意見の取り扱いを簡素化することは

困難と考えております。 

しかしながら、回答内容の公表方法につきま

しては、いくつかの課題があると認識してお

り、多くの市民の手に届く形での公表や、わ

かりやすい形での公表について、検討してい

きたいと考えております。 
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 新市庁舎建設にかかる意見についても同

様な実態がある。 

 約１４億円という巨費を投じる事業であ

りながら、この基本設計案を紹介するパンフ

レットが市民の自宅に配布されていない。株

式会社に例えると、市民の多くは株主であ

る。株主をこれほど粗末に扱う株式会杜はな

い。株式会社は株主に対して、決算の紹介だ

けでなく、実に多様なパンフレット等を送っ

てくる。明石市の行政はそのことにまったく

気づいていない。 

 他方、市行政から自治会・町内会に各種の

各戸配付のパンフレットが配布される場合

が年に数回ある。その中に、新市庁舎建設基

本設計案が含まれていても不思議はなかっ

た。そのパンフレットには、当該案に対する

意見を提出するための葉書仕様の用紙を印

刷することができたはずである。 

 要するに、そこまでの熱意や親切並びに市

民が市政の主体であるという理解が、市行政

には受けられない。レシーブするだけの広聴

だけでなく、アプローチもする広聴に前進す

べきである。 

ところが、検証結果は、全ての項目におい

て「ｏ」となっている。 

基本条例第５３条（要望、苦情等への対応）

第１項は、市長等は、市民の市政に対する要

望、苦情等に対して誠実かつ迅速に対応し、

その内容を施策又は事業の改善に反映する

よう努めるとともに、当該要望、苦情等に対

する検討結果及びその理由を公表しなけれ

ばならないと規定している。 

 参画条例第９条（公表の方法）第１項は、

公表の方法について次のように定めている。 

 （公表の方法） 

第９条この条例及びこの条例に基づく規

則に定める公表は、次に掲げる方法によるも

のとし、 



40 

 

市長等は２以上の方法で行うものとする。 

（１）明石市公告式条例（昭和２５年条例

第１０号）第２条第２項に規定する掲示場へ

の掲示 

（２）市広報紙への掲載 

（３）市ホームページヘの掲載 

（４）その他市長等が必要と認める方法 

 一方、基本条例には公表の方法に関する規

定がない。これは、不適切である。 

 ただし、参画条例第９条第１項第一号に規

定する方法は、時代に適合せず現実的ではな

い。 

 （論点） 

 基本条例の中に公表の方法を規定する

条を新設してはどうか。また、市広報紙への

掲載と市ホームページヘの掲載を共に義務

付けてはどうか。新設するこの条は、市民が

市政情報を知る権利を保障するという非常

に重要な条になる。 
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【危機管理制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

４５ページ 

主な取組状況及び制度の取組状況について

担当課からの意見 

 この両項目の中に「ハザードマップの全戸

配付」が記載されている。 

 このハザードマップでは、最大級の津波が

到来した場合の潮位を２ｍと想定した上で、

浸水被害の恐れがある潮位として３ｍを想

定している。ハザードマップには、この３ｍ

を基準にして津波浸水想定区域図が記載さ

れている。気象庁は潮位２ｍの津波の場合に

は波高は倍の４ｍになるものと想定してい

る。そして満潮時の潮位は、年間平均潮位よ

り１m高くなると想定している。したがって、

満潮時における津波による波高は５ｍにな

ると想定される。 

 さらに津波の波高は、地形の形状によって

大きな影響を受ける。明石市のハザードマッ

プは、このような要素を含めて作成されてい

ない。そこで、明石市は、そのような要素を

含めて、明石市内の地域別の浸水被害の恐れ

について記載したハザードマップを作成す

べきである。 

本市のハザードマップは、兵庫県が実施した

シミュレーションをもとに作成しており、明

石市における南海トラフの最高津波水位は

２ｍとなっております。これは南海トラフの

最大クラスの津波を想定し、さらに各月の最

高満潮位の平均値に波高と地盤沈降量（地震

による海底地盤の沈降）を加えて算出された

ものです。 

ハザードマップ上には、津波の浸水が想定さ

れる区域を紫色で記載されており、南海トラ

フ最大クラスの津波においても防潮堤の外

側（海側）までとされていますが、さらに厳

しい想定のもと津波を警戒する範囲として

標高３ｍラインを赤い線で記載しているも

のです。 
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【行政連携制度について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

・制度自体がどういうものか分かりにくい。 

・ただの掛け声になっていないか。 

・課題事項を明確にし、目標をもって取り組

む必要がある。 

・課題事項の進捗を市民にもわかりやすく示

してほしい。 

・人口の増加、住居の増加、交通量の増加に

より交通課題が顕著となっており、道路整備

や歩道整備について、国や県、神戸市等と密

に連携をとり整備を進めてほしい。できれば

進捗状況を明確に示してほしい。 

・具体例として、（都）江井島松陰新田線に

ついては神戸市区間と接続されないと効果

が発揮されないので、連携を強化されたい。

本路線は市境を跨ぐ路線が少なく渋滞解消

の重要な路線と思われるので、早期に調整を

進められたい。（神戸市側が遅れているよう

に感じます） 

市民のライフスタイルや価値観の多様化が

急速に進んでいることから、行政が抱える課

題は多様化・複雑化しております。このため、

多くの分野において、広範にわたる課題や市

単独では解決できない課題が生じており、こ

れらの解決には、国・県・近隣市町との連携

が非常に重要であると認識しています。従

来、課題の内容に応じて、適時適切に連携を

進めているとともに、進捗状況についても適

宜お示ししているところであり、引き続き適

切な対応に努めてまいります。 

 ご意見にある都市計画道路の江井ヶ島松

陰新田線について、神戸市からは、接続先で

ある玉津大久保線は新規着手が必要な路線

であり、令和７年度に予定されているみちづ

くり計画の見直しにおいて、道路整備の優先

順位を見直すとともに、将来交通量の算定や

事業効果の整理、線形や構造の検討などを進

める意向を聞いております。明石市といたし

ましては、江井ヶ島松陰新田線の令和８年度

の完成に向けて着実に取り組むとともに、引

き続き玉津大久保線の事業着手に向けて、神

戸市と緊密に連携を図ってまいります。 
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【上記以外のご意見について】 

いただいたご意見（全文） 市の考え方 

明石市自治基本条例（以下「基本条例」とい

う。）第３８条第１項は、①この条例の内容

が本市にふさわしく、②この条例の内容が社

会情勢に適合しているかを検証することを

市長等に義務付けている。 

 次に、この検証の結果を踏まえて、③条例

の見直しが適当であると判断したときは必

要な措置を講じ、また、④この条例に基づく

制度等の見直しが適当であると判断したと

きは必要な措置を講じることを市長等に義

務付けている。 

 以上のように、検証項目は①及び②であ

り、措置を講じる項目は③及び④である。 

 したがって、検証報告書の検証結果には、

①及び②が記載されることになる。 

 しかし、明石市自治地基本条例検証報告書

（素案）（以下「素案」という。）において検

証されているのは、基本条例等に基づく制度

である。基本条例の内容ではない。 

 明らかに、基本条例第３８条を誤読してい

る。したがって、素案は見当はずれの作品で

ある。 

そこで、 

【検証１】「制度が社会情勢に適合してい

るか」を【検証２】条例の内容（条文）が社

会情勢に適合しているか」に改める。 

 【検証２】「本市にふさわしい制度か」を

【検証１】「本市にふさわしい条例の内容（条

文）か」に改める。 

 【検証３】「制度が条例の基本原則に適合

しているか」を「条例の見直しは適当か」に

改める。 

 【検証４】に「この条例に基づく制度等の

見直しが適当か」を追加する。 

 加えて、素案の【検証３】「制度が条例の

基本原則に適合しているか」と記載している

今回の検証は、条例に規定する各制度の実施

状況等を踏まえ、条例の内容や各制度が本市

にふさわしく、社会情勢に適合しているかど

うかを検証するものです。 

【検証３】の「条例の基本原則」は、条例第

２５条に規定する「市政運営の基本原則」を

指していますが、その点が分かりにくいた

め、文言を修正します。 

また、今回の検証においても、平成２７、２

８年度に行った前回検証と同様に、条例内容

の検証と併せて条例に基づくそれぞれの制

度が「市政運営の基本原則」に適合して運用

されているかどうかについて、検証を行って

います。 



44 

 

が、「条例の基本原則」を定めた条文は、基

本条例の中に存在しない。 

 しかも素案は、基本条例には定義されてい

ない「条例の基本原則」に照らし合わせて、

検証の対象とされていない制度を検証した

ことになる。 

 以上は用語の間違いのレベルではなく、条

文の解釈のレベルの問題である。 

 素案においては、基本条例第３８条の条文

が求めている検証が不完全なかたちで行わ

れており、検証と見直しが混同されている。 

 素案の根本的な見直しが必要である。 

２ページ 

（３）検証の進め方 

 検査項目 

  検証３ 「市政運営の基本原則」との適

合性」と記載している。 

 ところが、８ページでは、「制度が条例の

基本原則に適合しているか」と記載してい

る。 

 この「市政運営の基本原則」が、「条例の

基本原則」と同じ定義なのか異なる定義なの

か不明である。さらに、上述するように基本

条例の中に「市政運営の基本原則」を規定す

る条文は存在しない。 

 ２ページに記載する検証方法と、その後の

ページに記載する検証方法は一致していな

いことになる。 

 素案の根本的な見直しが必要である。 

 

 基本条例第３条（条例の位置付け等）第１

項は、この条例は、自治の基本を定めるもの

であり、市は、他の条例、規則等の制定改廃

及び運用に当たっては、この条例の趣旨を最

大限に尊重し、この条例との整合性を図るも

のとすると規定している。 

 しかし、市が、政策等及び事務事業を計画

して実施する場合におけるこの条例との関

わりに関する規定が設けられていない。その

自治基本条例は、まちづくりの根幹を定めた

ルールです。このため本市は、条例、規則等

の制定改廃、運用に当たってはもちろんのこ

と、政策等及び事務事業の計画及び実施に当

たっても、自治基本条例の趣旨を尊重するよ

う、逐条解説にも明記しています。 
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結果、基本条例の趣旨を尊重しないかたち

で、政策等及び事務事業が実施されている現

状がある。 

 （論点） 

 上記の不備を是正するために、基本条例第

３条を次のように改めてはどうか。 

 条文中、「他の条例、規則等の制定改廃及

び運用に当たっては、」を「他の条例、規則

等の制定改廃及び運用並びに政策等及び事

務自事業の計画及び実施に当たっては、」に

改める。 

 基本条例の中には、市民と市長等が情報を

提供し合うとともに意見を交換する手段と

してのＩＣＴ技術の活用に関する規定がな

い。基本条例の施行後、ＩＣＴ技術の進歩及

び普及の度合いが著しく、このＩＣＴ技術を

プラットフォーム、掲示板及びテレビ会議等

の市民参画の手法として活用する市町村の

例が増えている。 

(論点) 

 基本条例又は参画条例の中にＩＣＴ技術

の活用に関する規定を設ける必要はないか。 

ＩＣＴ技術（情報通信技術）の活用の重要性

については本市も認識しており、令和５年９

月議会で「明石市情報通信技術を活用した行

政の推進に関する条例」を改正し、行政手続

のオンライン化を進めています。市民参画手

続との関係では、パブリックコメントに対す

るご意見を、オンラインで受け付けていま

す。 

 基本条例第３８条（条例の検証及び見直

し）第１項は、この条例の施行後、５年を超

えない期間ごとに、この条例の内容が本市に

ふさわしく、社会情勢に適合しているかどう

か検証し、その結果を踏まえ、この条例及び

この条例に基づく制度等の見直しが適当で

あると判断したときは、必要な措置を講ずる

ものとすると規定している。 

 大きな問題は、この条例の内容が本市にふ

さわしいか、あるいは、ふさわしくないか、

それを判断する基準が不明であることであ

る。この判断基準が不明であっては、検証の

しようがない。 

 基本条例第４条（自治の基本原則）は、次

のように規定している。 

第４条 市民及び市は、次に掲げる事項を基

今回の検証は、条例に規定する各制度の実施

状況等を踏まえ、条例の内容や各制度が本市

にふさわしく、社会情勢に適合しているかど

うかを検証するものです。とりわけ市長に

は、市政運営の基本原則にのっとった各制度

の運用が求められることから、各制度と当該

原則との適合性についても検証しようとす

るものです。 
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本原則として、自治を推進するものとする。 

（１）市政への市民参画 自治の主体は市民

であり、市民の市政への参画の機会が保障

されること。 

（２）協働のまちづくり 市民と市、市民同

士は、適切な役割分担の下で連携し、協働

してまちづくりに取り組むこと。 

（３）情報の共有 市民と市、市民同士は、

市政への市民参画や協働のまちづくりを

進めるに当たって、互いに情報を共有し合

うこと。 

 自治基本条例の第４条を除く各条項には、

当該第４条に定める自治の原則に基づいた

自治を推進するという重要な使命がある。そ

こで、第３８条に規定する検証とは、社会情

勢の変化に伴って、自治基本条例の各条項が

この自治の推進を遂行できる内容になって

いるのか、あるいは、なっていないのか、そ

れについて検証することである思われる。 

 そして、社会情勢の変化及び規定の不備に

よって、当該自治の推進が難しい条項があれ

ば見直しが必要になる。 

 （論点） 

 第３８条中「この条例の内容が本市にふさ

わしく、社会情勢に適合しているかどうか検

証し､」を「この条例の内容が第４条に規定

する自治の基本原則に基づく自治の推進に

適合するものであるかを検証し、」に改めて

はどうか。 

 現在、明石市自治基本条例庁内検証会議か

ら、「明石市自治基本条例検証報告書（素案）

（以下「素案」という。）が示されている。

しかし、素案の内容は、基本条例の各条項・

条文の検証ではなく、基本条例の条項・条文

に基づいた制度が、①社会情勢に適合してい

るか、②本市にふさわしいか、③条例の原則

に適合しているかについて検証している。 

 そもそも、検証の対象から条例の内容が除

今回の検証報告書は、各制度のページの冒頭

に関係条文を記載し、条文と各制度の運用面

等を踏まえた検証を行っております。 

また、ご意見中の「第３８条の適用を待つま

でもない、恒常的見直し」については、各制

度の日常的な運用を通じて見直しを毎年度

行い、その結果を公表しております。 
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外されている。これは、第３８条の規定に反

している。その原因は、市行政が第３８条を

理解できていないところにある。 

 また、基本条例に基づく制度等の見直しに

ついては、５年に一度の当該第３８条の適用

を待つまでもなく、当然、常に行われなけな

ければならない。 

 （論点） 

第一には、第３８条を次のように改正して

はどうか。 

  (条例の検証及び見直し) 

第３８条 市長等は、この条例の施行後、

５年を超えない期間ごとに、この条例の内容

が第４条に規定する自治の基本原則に基づ

く自治の推進に適合するものであるかを検

証しなければならない。 

２ 市長等は、第１項の検証の結果、この

条例の見直しが適当であると判断したとき

は、条例の改正に必要な措置を講ずるものと

する。 

３ 市長等は、第１項の検証の結果、この

条例に基づく制度等の見直しが適当である

と判断したときは、制度等の改善、充実、縮

小及び廃止等の必要な措置を講ずるものと

する。 

４ 前各項に規定する検証及び見直しは、

市民参画の下で行われなければならない。 

 明石市自治基本条例市民検証会議設置要

綱第１条（設置）は、明石市自洽基本条例（平

成２２年条例第３号。以下「条例」という。）

第３８条の規定に基づき、条例の内容が本市

にふさわしく、社会情勢に適合しているかど

うかの検証を市民参画の下で行うため、明石

市自治基本条例市民検証会議（以下「市民検

証会議」という。）を設置すると規定してい

る。 

 ところが、当該設置要綱第２条（所掌事務）

に掲げる各号の中には、条例の内容を検証す

今回の検証は、条例に規定する各制度の実施

状況等を踏まえ、条例の内容や各制度が本市

にふさわしく、社会情勢に適合しているかど

うかを検証するものであり、この点を踏まえ

て要綱を制定しています。 
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る事項が含まれていない。第１号から第３号

までは制度の検証である。そして、第４号が

間接的な記述ではあるが市政運営の原則を

定める条の検証（見直し）が規定されている。 

 要するに、第１条に規定する要綱の目的と

第２条に規定する所掌事務の規定が一致し

ていない。したがって、条例の内容を検証す

るのが市民検証会議の主たる役割であるに

もかかわらず、所掌事務においてその重要な

役割が明確になっていない。 

 （論点） 

 当該要綱の改正が必要ではないか。また、

令和６年度からスタートした市民検証会議

は、制度の検証ではなく、基本条例の内容（条

項）の検証に重点を置くべきでないか。そし

て、当該検証後に、制度が基本条例に適合す

るかどうかを見直してはどうか。 

 明石市白治基本条例市民検証会議設置要

綱を次のように改めてはどうか。 

  （設置） 

第１条 明石市自治基本条例（平成２２年条

例第３号。（以下「条例」という。）第３８条

に基づき、条例の検証及び見直しを市民参画

の下で行うため、明石市自治基本条例市民検

証会議 （以下「市民検証会議」という。）

を設置する。 

  （所掌事務） 

第２条 市長は、次に掲げる事項について市

民検証会議に検証を依頼する。 

 （１） この条例の内容が条例第４条に規

定する自治の基本原則に基づく自治の推進

に適合するものであるか 

  以下、１号ずつ繰り下げる。 

１ 検証期間はなぜ、Ｈ３０～Ｒ４までとし

たのか？Ｈ２９年度をなぜ外したのか？ 

前回第１次の検証会議はＨ２７～２８年度

の２ヵ年にわたって行われ、Ｈ２９年３月に

報告書が提出されている。今回の検証期間が

検証に当たり参考とする数値は主に過去５

年分としていますが、本検証は、過去５年に

限ることなく、これまでの取組を踏まえ現在

の状況や今後の方針等も踏まえて総合的に

行っております。なお、記載内容については
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Ｈ３０～だとすると、Ｈ２９年度が検証空白

期間になる。Ｈ２９年度を外したのはなぜ

か？ 

誤解を与えないよう修正します。 

２ 検証の進め方で、庁内検証結果をいきな

りパブコメに付した理由は何か？ 

条例３８条では「条例の検証及び見直しは、

市民参画の下で行われなければならない」と

明記されている。庁内検証も含めて「市民参

画の下で行う」と解するべきだが、なぜ、庁

内検証結果を独立させて公開し、パブコメに

よる意見を求めたのか？ 

前回の第１次検証では、市民検証会議で庁内

検証結果を十二分に検証して「検証報告書」

をまとめた。内部検証は“お手盛り検証”と

見なされる可能性が強いので、市民と第三者

を含めた市民検証会議で、検証の進め方も含

めて十二分に検証したうえで、市民に問うべ

きものではないか？ 進め方を変更した意図

は何か？ また市民検証以降の進め方をどう

考えているのか？ 

今回の検証においては、市民参画の機会を拡

充する観点から、前回検証では行われなかっ

たパブコメを実施し、広く市民の意見を聴い

た上で市民検証会議にお諮りしようとする

ものです。市民検証会議以降は、同会議でい

ただいたご意見を踏まえ、今後の方向性につ

いて検討してまいります。 

３ 「条例の基本原則」（各項目共通） 

自治基本条例に掲げている市政運営の基本

原則（４条）は、「市政への市民参画」「協働

のまちづくり」「情報の共有」である。参画

と協働を一緒くたにして並べていること自

体が、参画と協働に関する認識の著しい欠如

を表している。また、参画と協働の大前提に

あるのが「情報の共有」であるにもかかわら

ず、抜け落ちている。「公正で透明」「効果的

で効率的」「計画的な実施と評価」は、自治

基本条例以前に行政が遵守しなければなら

ない倫理やＰＤＣＡサイクルに基づくもの

であり、自治基本条例の基本原則と混同する

のはおかしい。 

したがって「参画」と「協働」について、全

ての施策や業務に関わる課題であるにもか

かわらず「参画と協働」とひとくくりにした

ために自己検証、横断的検証から除外してい

今回の検証は、条例に規定する各制度の実施

状況等を踏まえ、条例の内容や各制度が本市

にふさわしく、社会情勢に適合しているかど

うかを検証するものです。とりわけ市長に

は、条例第２５条に定める市政運営の基本原

則にのっとった各制度の運用が求められる

ことから、各制度と当該原則との適合性につ

いても検証しようとするものです。「情報の

共有」は、参画と協働のまちづくりを進める

に当たり必要な各制度共通の大切な考えで

あり、当該検証をする上での前提となる基本

原則となります。 
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るのも、全くの誤りである。 

 


